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「八代市観光物産案内所 運営業務委託」の業者選定に係る 

 公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 趣旨 

この要領は、本市が発注する「八代市観光物産案内所運営業務（以下「本業務」という。）について、

公募型プロポーザル（以下「プロポーザル」という。）により受託候補者の選定を行うにあたり、必要な

事項を定めることを目的とする。 

 

２ 業務概要 

 

（１）委託業務名 八代市観光物産案内所運営業務 

（２）業務内容 八代市観光物産案内所運営業務委託仕様書（以下「仕様書」という。）

のとおり 

（３）履行期間 令和８年８月１日から令和１１年７月３１日まで 

（４）委託料 ０円 

※観光物産案内所の業務に関する経費については、テナントの売上げ収

入等から受託者が賄うものとする。 

 

 

３ 選定方法 

本業務の受託候補者の選定方法は、本実施要領に記載する「企画提案書」等の提出を求め、提案者の

経験、実施能力、及び提案内容を総合的に比較検討し、最適な業者をプロポーザル方式で選定する。 

 

４ 参加資格 

（１） 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第１６７条の４の規定に該当しないものであるこ

と。 

（２） 八代市競争入札参加有資格者名簿に掲載されている業者の場合は、募集期間の間に、八代市競

争入札参加資格者指名停止等措置要領（平成 25年 2月 20日総務部長専決）第２条及び第３条

の規定に基づく指名停止期間中でないこと。 

（３） 八代市暴力団排除条例（平成 23年条例第 32号）第２条第１号から第３号までに該当しない者

であること。 

（４） 市税を滞納していないこと。 

（５） 会社更生法（平成 14年法律第 154 号）に基づく更生手続開始の申立てをしている者でないこ

と。 

（６） 民事再生法（平成 11年法律第 225 号）に基づく再生手続開始の申立てをしている者でないこ

と。 

（７） 破産法（平成 16年法律第 75 号）に基づく破産手続開始の申立てをしている者でないこと。 

（８）宗教活動または、政治活動を行わないこと。 

（９）労働基準監督署から是正勧告を過去２年以内に受けていないこと。 
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５ 選定スケジュール 

本プロポーザルの実施スケジュールは、以下のとおりとする。 

手続き 日程・期限 

（1）公募開始 令和８年５月１１日（月） 

（2）質疑書の提出期限 令和８年５月１８日（月）午後５時まで 

（3）質疑書への回答 随時ホームページに掲載 

（4）参加申込書等の提出期限 令和８年６月１日（月）午後５時まで 

（5）企画提案審査 

（プレゼンテーション及び質疑応答） 

令和８年６月５日（金）【予定】 

（6）企画提案審査結果の通知 （6）の後、速やかに 

（7）契約内容の調整、仕様書の決定 （7）の後、速やかに 

（8）業務委託契約締結 令和８年８月１日（土）～ 

 

６ 提出書類 

本プロポーザルへの参加を希望する者は、前記「４ 参加資格」を確認のうえ、次に掲げる書類を提

出すること。 

（１）提出書類 

①参加申込書（様式１） 

②会社概要 （様式２）※様式２に加え、会社案内用パンフレット等の資料提出も可能。 

③企画提案書（任意様式） 

 ・仕様書に掲げる目的・業務内容を踏まえ、次のア～エの留意点に従い、業務を遂行するための具

体的な手法を記載すること。 

・また、企画提案書は、表紙・目次を除いて２０ページ以内で作成し、各ページにはページ番号を附

番すること。 

○企画提案書の留意点 

ア 実施方針 

仕様書の趣旨を踏まえた、実施方針を具体的に記載すること。 

 イ 運営計画 

   テナント運営における提供商品またはサービスの内容や売り上げ目標等について具体的

に記載すること。 

ウ 実施体制 

管理責任者や業務実施体制編成の考え方及び人員配置等について、実施体制図を作成す

ること。 

 エ 施設内の改修を行う場合の内容 

   施設内の改修を行う予定がある場合、改修する内容やスケジュール等を具体的に記載す

ること。 

④貸借対照表（令和６年度分） 

⑤損益計算書（令和６年度分） 

⑥市税納税証明書（事業所が市外にある場合は、事業所が所在する自治体の納税証明書） 



3 

 

（２）提出期限 

  令和８年６月１日（月） 午後５時 

（３）提出方法 

①持参の場合は、午前９時から午後５時まで（閉庁日を除く）。 

②郵送の場合は、一般書留郵便又は簡易書留郵便によることとし、上記提出期限内必着とする。ま

た、封筒の表面には、「事業名」及び「事業企画提案書等在中」と明記すること。なお、郵送事故

等による参加申込書等の未達に関する異議は一切受け付けない。 

（４）提出部数 

正本各１部、副本９部。 

「６ （１）提出書類」を全てＰＤＦ形式で電子メールでも提出すること。 

（５）提出先 

後記「１３ 応募・問い合わせ先」。 

 

７ 質疑書の受付及び回答 

本実施要領及び仕様書に関し、不明な点がある場合は、次の方法で質問書を提出すること。 

(１)提出書類  質疑書（様式３） 

(２)提出期限  令和８年５月１８日（月）午後５時必着 

(３)提出方法  質問箇所及び質問内容を分かりやすく記載し、電子メールにより提出すること。 

なお、その他の方法による質疑書の提出は一切受け付けない。 

(４)提出先 後記「１３ 応募・問い合わせ先」参照。 

(５)質問への回答 

提出された質問に対する回答は、八代市ホームページに随時掲載する。また、質疑書を提出した者

の名称等は掲載しない。 

 

８ 辞退届の提出 

 参加申し込み後、本プロポーザルへの参加を辞退する者は、次の方法で辞退届を提出すること。 

(１)提出書類 辞退届（様式４） 

(２)提出期限 令和８年６月４日（木）午後５時必着 

(３)提出方法 

①持参の場合は、午前９時から午後５時まで（閉庁日を除く） 

②郵送の場合は、一般書留郵便又は簡易書留郵便によることとし、上記提出期限内必着とする。 

(４)提出先 後記「１３ 応募・問い合わせ先」参照。 

 

９ 審査方法及び審査基準 

事務局において、必要書類及び記載内容に漏れがないことを審査し、「八代市観光物産案内所運営業務

委託」に係る公募型プロポーザル選定委員会（以下、「選定委員会」という。）において、企画提案審査

を行うものとする。ただし、「４ 参加資格」に掲げる要件を満たさないと判断された場合は、その企画

提案書は審査から除外する。 

(１)企画提案審査（プレゼンテーション、質疑応答） 

①実施日 

令和８年６月５日（金）（予定） 
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②出席者 

本業務に携わる管理責任者を含め３名以内とする。 

③実施順、発表時間 

プレゼンテーションは参加申込書の受付順で実施するものとし、1者あたりの時間は３０分程度

とする。（プレゼンテーション２０分、質疑応答１０分） 

④審査内容 

選定委員会は、参加事業者からのプレゼンテーション及び企画提案書等に関する質疑応答を実

施し、八代市観光物産案内所運営業務委託業者選定のための公募型プロポーザル評価基準（別紙 1）

（以下「評価基準」という。）に掲げる評価基準に基づき提案内容の審査を行い、審査の合計得点

の平均値が最も高い者を受託候補者として選定する。 

なお、最高得点者が複数ある場合は、評価基準「4.運営計画（4）交流人口の増に繋がる取り組

み」の得点が高い者を受託候補者として選定する。 

ただし、合計得点の６割を最低基準点とし、最低基準点に満たない者は選定の対象としない。 

⑤審査結果 

審査結果は、企画提案審査の実施後、速やかに参加申込書に記載された電子メールアドレス宛

てに通知するとともに、市のホームページで公表を行う。 

なお、審査結果の公表時には、最高得点者以外の応募者名は非公表とする。 

⑥その他 

審査の公平性確保のため、提案者は他者のプレゼンテーション等を傍聴できない。 

 

１０ 契約の締結権 

 受託候補者に決定された者は、本業務の契約締結権を有するものとし、仕様書及び企画提案書の記載

事項を基に八代市と協議のうえ、八代市契約規則その他関係法令に基づき適当であると判断された場合

に、契約を締結する。 

 また、契約の仕様については、原則として受託候補者の企画提案書等の記載内容が契約時の仕様とな

るが、本業務の目的達成のために必要な範囲において、協議のうえ内容の修正及び変更を行うことがあ

る。 

 なお、受託候補者による辞退や八代市が契約を締結できないと判断した場合は、次点候補者と契約の

交渉を行うものとする。 

 

１１ 失格事項 

  提案者が次に該当する場合は、失格とする。 

(1)参加資格の要件を満たさなくなった場合。 

(2)企画提案書等提出書類を期限までに提出しなかった場合。 

(3)提出書類に不備又は虚偽の記載があった場合。 

(4)選考の公平性を害するような行為が認められた場合。 

(5)前各号に定めるもののほか、著しく信義に反する行為等、選定委員会が失格に値すると認めた

場合。 
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１２ 留意事項 

(1)審査結果に対する質問・異議申し立ては一切受け付けない。 

(2)参加申込書等を提出した者は、本要領の記載内容に同意したものとみなす。 

(3)提出期限までに企画提案書等を提出しなかった場合は、参加者として認めない。 

(4)本プロポーザルに係る経費は、すべて提案者の負担とする。 

(5)提出された企画提案書等の著作権は、元来第三者に帰属するものを除き、提案者に帰属する。ただ

し、選定された企画提案の使用権は、八代市に帰属する。 

(6)本プロポーザルにおいて八代市に提出された書類等は返却しない。 

(7)参加申込書等提出期限後の提出書類の差し替え及び再提出は、八代市から指示があった場合を除き、

認めない。 

(8)提出書類等に記載された個人情報は、本業務に必要な範囲のみで使用し、その他の目的には一切使

用しない。 

 

１３ 応募・問い合わせ先 

八代市 経済文化交流部 観光振興課 観光振興係（八代市役所本庁舎４階） 

（住所）〒866-8601 熊本県八代市松江城町 1-25 

（電話番号）0965-33-4115 

（電子メール）kanko@city.yatsushiro.lg.jp 

 


